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（公 印 省 略）     

 

うちなー事業者応援金における類似事業との重複申請に係る 

運用について（周知） 

 

みだしのことについて、沖縄県商工労働部では、コロナ禍において、原油価

格・物価高騰の影響を受けた中小企業や個人事業者の事業継続を支えることを

目的に、「うちなー事業者応援金（物価高）」（対象期間：令和４年７月から

12 月）の申請受付をしているところです。 

当事業における支援対象経費は「燃料費、光熱水費、仕入原価」としており

ますが、重複している支援対象経費を除くことで、申請は可能です。 

つきましては、会員団体への周知のご協力お願いいたします。 

 

記 

 

 

１ 申請期間：令和５年６月 30 日（金）まで 

 

２ 添付資料：広報用チラシデータ、申請可能な事業（例） 

 

３ 類似事業との取扱い： 

支援対象期間及び支援対象経費が重複している場合でも、重複している経

費を除くことで申請可能 

 

４ 問い合わせ先 

 ⑴ うちなー事業者応援金相談窓口 

ＴＥＬ：０９８－９０１－２１５１ 

 

⑵ ホームページ：https://okinawashien.com/ 
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